
理

由

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
北

朝
鮮
に
係
る
対
応
措
置
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
の
輸
出
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受

け
る
義
務
を
課
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
る
必
要
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。


